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◇

住宅鎖ったこきにも税金はかか6

Q:念願の家を購入することにしました。

どのような税金がかかりますか。

A.:ローンの金利が低いことや地価の下落

の影響もあって、景気回復が遅れている中で、

住宅・マンションの購入や建築が増加してい

るようです。

住宅を売買により取得した場合、次のよう

な税金がかかってきます。

①登録免許税

土地や建物を登記するときにかかる税金で

す⑨

固定資産税評価額×5％

･宅地については、平成8年3月31日まで

は固定資産税評価額の40％が課税標準とな

ります。

・自分が住むための住宅用家屋で、平成7年

3月31日までの間に取得をし、その後1年

以内に行う登記については、税率は0．6％

になります。

②不動産取得税

固定資産税評価額×4％

･宅地の課税標準は、平成6年分は1／2、

平成7～8年分は2／3とされます。

･住宅及び一定の住宅用土地の税率は3％

(平成7年6月30日まで）

｡この他、一定の住宅については軽減措置が

あります。

③印紙税

住宅購入の契約書に印紙を貼って納めます。

記載されている契約金額によって印紙税額は

異なります。
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